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告 示■

◎群馬県告示第１８０号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下「法」という。）第２０条の規定に基づき事業の認定をしたので、

次のとおり告示する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 起業者の名称 前橋市

２ 事業の種類 前橋市新設道の駅（地域振興施設等）整備運営事業及びこれに伴う附帯工事並びに農業用用排水

路付替工事

３ 起業地

(1) 収用の部分 前橋市関根町字横田、字赤城東及び字赤城並びに田口町字滝之前、字下田尻及び字砂山地内

(2) 使用の部分 なし

４ 法第２６条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 前橋市建設部道路建設課

５ 収用の手続が保留されている起業地 前橋市関根町字横田、字赤城東及び字赤城並びに田口町字滝之前、字下

田尻及び字砂山地内

６ 事業の認定をした理由

申請に係る事業（以下「本件事業」という。）は、以下のとおり法第２０条各号の要件を全て充足すると判断

されるため、事業の認定をしたものである。

(1) 法第２０条第１号の要件への適合性

本件事業のうち、前橋市新設道の駅（地域振興施設等）整備運営事業（以下「本体事業」という。）は、前

橋市が、地域の農産物や名産品の販売などを行う地域振興施設等と、道路利用者等のための休憩施設及び情報

発信施設を併設した施設を整備する事業であり、法第３条第３２号に掲げる「地方公共団体が設置する公園、

緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設」に関する事業に該当する。また、本体事業を

遂行するうえで雨水排水計画上欠くことのできない調整池の整備工事は、同条第３５号に掲げる「本体事業に

関する事業のために欠くことができない施設」に関する事業に該当し、本体事業の施行により遮断される農業

用用水路の従来の機能を維持するための付替工事は、同条第５号に掲げる「地方公共団体が設置する農業用水

路」に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、法第２０条第１号の要件を充足すると判断される。

(2) 法第２０条第２号の要件への適合性

起業者は、平成３１年３月に本件事業の実施を決定し、かつ、本件事業の施行に必要な財源措置を講じてい

ることから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。

したがって、本件事業は、法第２０条第２号の要件を充足すると判断される。

(3) 法第２０条第３号の要件への適合性

ア 得られる公共の利益

前橋市は平成２９年３月の国道１７号上武道路の全線開通により、交通渋滞の解消や物流の効率化に加え、

人の流れが大きく変化することによる地域活性化へ寄与が期待される反面、前橋市を通過するのみで滞在し

ない車両が増加し、地域交流及び経済に与える負の影響が懸念されている。

このような状況に加えて、農業の課題として、生産農家の減少や後継者不足、担い手不足による農地や農

業用施設の遊休化が挙げられている。平成２９年の農業センサスによると、生産農家の総数は、平成１７年
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に２１，９３３人だったが、平成２７年は１３，７４４人となり、１０年間で約３７％減少している。その

ため、安定効率的な農家経営への支援策の充実を図り、農業所得の向上や多様な農業の担い手を育成・確保

することが求められている。

また、前橋市は豊かな自然環境と地域観光資源を活かした観光振興により、外国人を含めた交流人口の増

加と、地域産業の活性化や全国に誇れる歴史文化遺産を活用した「歴史観光都市まえばし」の確立を目標に

観光振興を展開している。しかし、前橋市を含む群馬県は、都道府県の魅力度ランキングにおいて下位低迷

しており、市民の愛着心の低迷に加えて、ライフスタイルや価値観が多様化していて若者世代（１５～２９

歳）の人口流出が問題となっている。前橋市の人口は２００４年をピークに減少局面へと突入していて、現

状のまま人口減少が進んだ場合２０４０年には約２８万人、２０６０年には約２２万人になると推計される。

本件事業は、このような状況を改善するため、前橋市関根町及び田口町地内において、道の駅を整備し、

農業・観光業発展と共に交流人口の増加により地域活性化を図るものである。道の駅を拠点に観光資源の創

出・発信を行うことで、交流人口の増加により、まちの魅力向上、将来的な人口減少抑制に貢献すものであ

る。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。

イ 失われる利益

本件事業は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第２条第４項及び群馬県環境影響評価条例（平成

１１年群馬県条例第１９号）第２条第４項に規定する対象事業ではないが、起業者が実施した文献調査の結

果、本件事業の起業地内には、起業者が保全すべき希少動植物は報告されていない。

なお、起業者は、希少動植物の生息及び生育が確認された場合には、関係機関と協議し、適切な措置を講

ずるとしている。また、起業地は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）による周知の埋蔵文化財包

蔵地に該当するが、起業者は、工事の実施に当たり埋蔵文化財が発掘された場合は、前橋市教育委員会と協

議を行い、必要に応じ適切な措置を講ずることとしている。

したがって、本件事業の施行により失われる公共の利益は、軽微であると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本体事業は、「県都まえばし創生プラン」（平成２８年３月策定）及び「第七次前橋市総合計画」（平成

３０年３月策定）に則するものであると認められる。

本件事業の起業地の選定に当たっては、交通の利便性、周辺環境、土地利用状況等を考慮して選定した３

案を比較検討して、社会的、技術的及び経済的な面から総合的に判断した結果、最も優れた案を採用してい

ると認められる。

したがって、本件事業の事業計画は合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により、得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られ

る公共の利益は、失われる利益に優越すると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるので、法第２０条第

３号の要件を充足すると判断される。

(4) 法第２０条第４号の要件への適合性

ア 事業を早期に施行する必要性

(3)アで述べたように、前橋市では、生産農家の減少や若者世代の人口流出などの要因により、農業の弱

体化、人口流出が懸念されている状況であることから、できるだけ早期に本件事業を施行し、農業・観光業

の発展及び交流人口の増加など、道の駅を最大限活用して地域の活性化を図っていく必要があると認められ

る。
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また、平成２６年に地元自治会連合会から道の駅設置についての陳情書が出されていることから、本件事

業を早期に施行する必要があると認められる。

以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は、高いものと認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に供される範囲にとどめられており、合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第２０条第４号の要

件を充足すると判断される。

◎群馬県告示第１８１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋大間々桐 桐生市堤町二丁目２５４５番の２地先 前 ９．３～１６．１ ５９８．８
生線 から同市宮前町一丁目１９８４番の１

２地先まで 後 １６．０～３５．２ ５９８．８

◎群馬県告示第１８２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 桐生伊勢崎線 みどり市笠懸町阿左美１０４９番の３ 前 １０．１～４３．２ ２０９０．６
地先から同市笠懸町久宮５番の４地先
まで 後 ２３．９～４３．２ ２０９０．６



6

◎群馬県告示第１８３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 渋川松井田線 安中市松井田町上増田字増田山外国有 前 ６．８～９．３ ６０．０
林１８３林班へ小班地先から同市同字
箕輪久保３９２７番の２地先まで 後 ９．６～７０．８ ６０．０

◎群馬県告示第１８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 渋川松井田線 安中市松井田町上増田字増田山外国有林１８３林班へ小 令和元年１１月５日
班地先から同市同字箕輪久保３９２７番の２地先まで

◎群馬県告示第１８５号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

御座地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から１０号までを順次結んだ線及び標柱１０号と１号を結んだ線に囲

まれた土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 沼田市 利根町 追貝 原開戸 甲６６番

第９７４７号令和元年１１月５日（火） 群 馬 県 報
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２ 同 同 同 同 ６８番

３ 同 同 同 同 ７１番

４ 同 同 同 同 １２４番１

５ 同 同 同 御座 甲３３１番

６ 同 同 同 同 甲３２７番

７ 同 同 同 同 ３４３番１

８ 同 同 同 同 ３３４番１

９ 同 同 同 同 ３６４番

１０ 同 同 同 同 ３７７番

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。

公 告■

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定

をしたので、同法第７７条の３５の５第１項の規定により次のとおり公示する。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

指定番号 機関の名称 機関の住所 業務区域

第１３号 一般財団法人群馬県建築構造技術センター 群馬県高崎市旭町４４番地２旭 群馬県全域
町ビル５０６号室

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和元年１１月５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額

物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額

ア 群馬コンベンションセン １，４５２脚 株式会社春木堂 群馬県前橋市問 １６,０８６,８４０円
ター会議施設１階・２階 屋町一丁目９番
スタッキングチェア ７号

３６台スタッキングチェア専用
台車（２階）

イ 群馬コンベンションセン １，１２８脚 株式会社シモヤマ 群馬県太田市西 ２３,０３４,０００円
ター会議施設３階・４階 本町３３番３号
スタッキングチェア

２２台スタッキングチェア専用
台車（３階・４階）

第９７４７号令和元年１１月５日（火） 群 馬 県 報
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 令和元年１０月２４日

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

５ 入札公告をした日 令和元年９月１３日

次のとおり落札者を決定した。

令和元年１１月５日

群馬県立心臓血管センター院長 内 藤 滋 人

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 全身用マルチスライスＣＴ 一式（メーカー保証期間を除く５年間の保守

を含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立心臓血管センター事務局経営課 群馬県前橋市

亀泉町甲３番地１２

３ 落札者を決定した日 令和元年１０月１５日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社六濤群馬営業所 群馬県前橋市若宮町３－６－２１

５ 落札金額 ２２５，５００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年９月３日
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